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第６回 訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会
令和元年（2019年）8月19日

厚生労働省 医政局 総務課 医療国際展開推進室

外国人患者を受け入れる医療機関
の情報を取りまとめたリストについて

資料２
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外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト（医療機関リスト）
及び都道府県の選出する拠点的な医療機関について

○ 我が国全体で観光立国が推進される中で、各都道府県においても外国人観光客の増加による地域の活性化に向
けてそれぞれ取組が進められているが、一方で訪日外国人が安心・安全に医療を受け、帰国できる体制の整備に
ついても併せて取り組むことが求められている。

○ 政府としても取組を推進するために、平成30年6月14日に「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワー
キンググループ」が開催され、厚生労働省としても自治体・関係団体と協力して、外国人患者が安心・安全に医療機
関を受診できる体制づくりに向けて取り組みを推進することとしている。

○ 平成３０年度における本検討会での議論
都道府県の選出する拠点的な医療機関については、重症度に応じて選出を行う。
外国人患者を受入れる医療機関の情報を、一元的にアクセスできるようにし、わかりやすい形で提供する。
実際に外国人患者が当該医療機関にアクセスすることが可能か等の質の担保が必要。

背景

方針

平成31年3月26日「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて（依頼）発出

※医療機関リスト上では、以下のように記載。
■都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関

カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関 カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関

選出
要件

１ 外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関
① 選出単位・選出件数：都道府県で１カ所以上
② 選出される医療機関：都道府県の医療計画における二次以上の救急医療機関
③ 言語対応： 多言語での対応が可能であること

２ 外国人患者を受入れ可能な医療機関（診療所・歯科診療所も含む）
① 選出単位・選出件数：全ての二次医療圏において、１カ所以上

特に、以下のア～エに該当する医療圏からの選出は、第１回目回答提出締切日（2019年５月31日）までに選出。
ア ラグビーＷ杯またはオリンピック・パラリンピックの開催地等を含む医療圏
イ 訪日外国人旅行者の多い医療圏 ウ 在留外国人の多い医療圏 エ その他、都道府県が早急に選出すべきと考える医療圏

② 選出される医療機関：医療機関（診療所・歯科診療所も含む） ※ 診療時間や診療科目には、特に制限を設けない
③ 言語対応： 多言語での対応が可能であること
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「外国人患者を受け入れる医療機関リスト 2019/7/17版」

○ 令和元年7月17日 厚労省ホームページにてエクセル形式で公開。
○ 令和元年7月17日現在、27の都道府県から回答提出済み（一部医療圏のみ提出を含む）
○ 都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関

カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関 １８２医療機関
カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関 ５３６医療機関

○ 9月末に第二回回答締切予定

JMIP JIH（一財）日本医療教育財団が実施している外国人患者受入医療機関認証制度(JMIP) （一社）Medical Excellence JAPAN（MEJ）が実施しているジャパンインターナショナルホスピタルズ(JIH)）

掲載情報：
都道府県/医療機関名 （日本語・英語)/郵便番号/住所(日本語・英語)/電話番号/受付時間/WEBサイト/対応診療科と対応外国語/利用可能なクレジットカード/その他利
用可能なキャッシュレスサービス/２４時間３６５日対応可否/災害拠点病院/外国人受入環境整備事業の対象医療機関/JMIP/JIH/都道府県が選出する外国人患者を受
け入れる拠点的な医療機関 カテゴリー１：入院を要する救急患者に対応可能な医療機関 カテゴリー２：診療所・歯科診療所も含む外国人患者を受入可能な医療機関/医
療機関種別/救急医療体制/外国人患者対応の専門部署の有無および対応言語・対応可能日時/外国人向け医療コーディネーターの有無および対応言語・対応可能日
時/医療通訳者の有無および対応言語・対応可能日時/遠隔通訳の有無および対応言語・対応可能日時/ その他の言語サポートの有無および対応言語・対応可能日時

※カテゴリー１、カテゴリー２の一部重複含む
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外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト（医療機関リスト）
および都道府県の選出する拠点的な医療機関の今後について

○ 第一回回答締切で２７の都道府県から回答提出済み（一部医療圏のみ提出を含む）
○ 令和元年7月17日、厚労省ホームページにてエクセル形式にてリストを公開。
○ ９月末提出の都道府県および医療圏については特に申し出のない限りJNTO掲載医療

機関を継続公開

○ 都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関を全ての二次
医療圏にて１カ所以上選出することで面的ネットワークの整備を達成予定。

○ 都道府県による医療機関リストの更新
○ 都道府県によって選出された外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関への支援

現状

今後

１０月以降の
医療機関

リスト

＜今後の政府HPにおける公開スケジュール＞


